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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成23年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 別紙

実績 評価

１　政府方針等
○　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方
針」（平成22年12月7日閣議決定。以下「基本方針」
という。）で個別に措置を講ずべきとされた事項等で、
平成23年度において取り組むこととされている事項に
ついての法人の取組。

【講ずべき措置】（22年度から実施）
　事務・事業全般の見直し及び機構の在り方の検討
【平成23年度における取組状況】
　事務事業全般の見直しについては、平成23年７月に策定した「独立行
政法人都市再生機構の改革に係る工程表」（以下、「工程表」という。）
に基づき、新たな経営改善計画を平成24年３月30日に公表した。
　組織の見直しを含めた機構の在り方については、「独立行政法人の制
度及び組織の見直しの基本方針」（平成24年1月20日閣議決定）に基
づき、内閣府に設置された「独立行政法人都市再生機構の在り方に関
する調査会」において検討が行われており、平成24年夏までに結論を得
ることとされている。

　事務・事業の見直しについては、「独立行政法人都市再生
機構のあり方に関する検討会報告書」及び当該報告書に示
された改革の方向性を具体的な取組みとした「独立行政法
人都市再生機構の改革に係る工程表」に基づき、取組みを
着実に進めていると認められる。
　内閣府において、機構の組織の見直しについて検討されて
いるが、その結果を踏まえ、今後、着実に取組みを実施する
とともに、取組状況については適切な情報公開を行っていく
必要がある。

【講ずべき措置】（22年度から実施）
　都市再生事業実施に係る基準を明確化し、事業規模の縮減（都市再
生事業）
【平成23年度における取組状況】
　　第三者委員会による検討を踏まえて新たな都市再生事業実施基準
（以下「新基準」という。）を作成し、平成23年度から運用を開始した。
　平成24年度予算については、新基準を踏まえて必要最小限の事業を
計上した。（H23：988億円、H24：980億円）
　今後も引き続き、新規事業については、あらかじめ新基準に適合する
ことを検証し、第三者委員会の評価を受けた上で事業に着手することと
している。
　また、リスク管理、事業中止の判断等については第三者委員会による
検討を踏まえて基準等を作成し、平成23年度から運用を開始した。

　平成２３年度から新基準の運用が開始されており、今後、着
実に運用していくことが必要である。
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実績 評価

【講ずべき措置】（23年度から実施）
　市場家賃部分の民間への移行、高齢者・低所得者向け住宅の自治
体又は国への移行（賃貸住宅事業）
【平成23年度における取組状況】
　平成22年度に5,720戸、平成23年度に3,845戸のストックの再編に新
たに着手し、平成22年度は3,356戸、平成23年度は4,509戸のストック
を削減した。また、平成23年度において、19.9haの整備敷地について公
的な利用のほか民間への譲渡等を行った。
　現在、工程表に基づき以下の取組を行っている。
・都心部の高額家賃物件の譲渡等について、経営合理性や物件の権
利関係、規模等を勘案の上、対象物件を選定し、平成24年3月に公募
を実施したところ。これに対し４社の応札があったが、すべて予定価格を
下回り不落となった。
・地方公共団体への譲渡等については、平成24年3月末までに、団地の
存する全ての団体（250団体）に対して意向確認を実施したが、財政状
況が厳しいことや公営住宅も縮減する方向にあるなどの理由により、現
時点で買取りを希望する団体はなかった。
・これらの取組については、定期的に検証・精査する枠組みを構築し、毎
年度、適切な情報公開を行っていく。
　また、賃貸住宅の現地管理業務については、平成22年度より総合評
価方式による一般競争入札を実施し、競争性のある契約方式に移行し
た。

　ストック再生・再編方針に基づき、ストックの再編のための事
業を着実に進めている。
　また、工程表に基づく、高額家賃物件の民間譲渡や地方公
共団体への譲渡については、機構のホームページでも実施
状況が明らかにされており、一定の取組みが認められる。

【講ずべき措置】（30年度までに実施）
　土地の供給・処分完了に向けた取組を推進（ニュータウン事業）
【平成23年度における取組状況】
　平成23年度は263haの土地の供給・処分を行った。引き続き、残り
2,600haの土地について、地価動向等の市場環境の変化にも留意しつ
つ、平成30年度までの供給・処分完了に向けた取組を進める。
　 具体的には、事業計画の見直し等による効率的な工事執行、民間事
業者との連携強化、企業等の多様なニーズに対応した販売方法の工夫
及びまちの魅力向上等を行っている。

　ニュータウン業務については、不動産市況の低迷が続く中、
年度計画を下回る供給・処分実績となったことはある程度や
むを得ないが、中期計画の目標達成に向けて今後更なる供
給・処分を行うボリュームやタイミングの見極めが重要になる
ことから、工夫を凝らしつつ実施していく必要がある。

【講ずべき措置】（30年度までに実施）
　業務完了に向けた取組を推進（特定公園施設業務）
　【平成23年度における取組状況】
　平成23年度までに、6箇所の国営公園における業務を完了した。引き
続き残る10箇所の国営公園において、公園管理者との調整、施設譲渡
等を着実に行い、平成30年度までの業務完了に向けた取組を進める。

 計画を前倒しで達成していることは評価できる。引き続き、平
成30年度までの業務完了に向け、取組みを進めていくことを
期待する。
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実績 評価

【講ずべき措置】（23年度以降実施）
　保有資産の見直し（本社及び新宿アイランドタワー）
【平成23年度における取組状況】
　リースバックでの対応に加え、コスト削減の観点から移転を前提とした
処分についても検討に着手した。

【講ずべき措置】（23年度以降実施）
　保有資産の見直し（研修センター）
【平成23年度における取組状況】
　平成24年１月に公募を実施、同年３月に入札により譲受人を決定し、
平成24年4月に売買契約を行い、適切に処分を完了する（平成24年7
月31日に引渡し予定）。

　研修センターについて、市況が未だ厳しい状況の中、処分
を完了させたことは評価できる。
　本社及び新宿アイランドタワーについても、経済合理性を考
慮の上、金融・不動産市況を見極め、適宜・適切に処分を推
進していく必要がある。

【講ずべき措置】（22年度から実施）
　保有資産の見直し（賃貸事業用事務所等施設等の処分）
【平成23年度における取組状況】
　　賃貸事業用事務所等施設については、従前権利者との関係等売却
の前提条件を整理した物件の処分を図り、平成23年度は２物件（床面
積約4,300㎡）を処分した。今後も不動産市況を勘案しつつ、計画・条
件に従って売却を進める。
　居住環境整備賃貸敷地（民間供給支援型を除く。）については、新た
に、契約期間満了時又は借地人から買受けの申し出があった場合の調
整・判断基準を策定し、対応を図ることとした。
　分譲住宅団地内賃貸施設については、処分計画の着実な実施を図
り、１物件（延床面積約315㎡）の譲受人の公募を実施したが、譲受希
望者が現れず、処分に至らなかった。
　倉庫については、平成21年度に策定した再編計画において処分の対
象となった２物件について、平成23年度に公募を実施、１物件（土地面
積約440㎡）を処分した。残り１物件は譲受希望者が現れなかったた
め、先着順公募を実施している。

　現在の厳しい市場環境もあり、各施設の処分に着手してい
るものの現時点では計画通りに処分が進んでいるとは言えな
い。引き続き、再編計画、処分計画を踏まえ、経済合理性を
考慮の上、金融・不動産市況を見極め、着実に処分を推進し
ていく必要がある。

【講ずべき措置】（22年度から実施）
　職員宿舎の集約化等
【平成23年度における取組状況】
　　平成21年度末時点で48物件あった職員宿舎について、業務の進捗
状況、入居状況等を勘案しながら集約化や売却を進めており、平成23
年度については2物件（土地面積約1,370㎡）を処分した（平成23年度
末時点で41物件）。
　なお、今後も「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」（平成24年4
月3日行政改革実行本部決定）を踏まえ、見直しに向けた検討を進めて
いくこととしている。

　平成23年度においては、機構における宿舎再編計画に基
づく宿舎の集約化、処分は着実に進んでいると認められる。
　更に今後は、「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画（平
成24年4月3日行政改革実行本部決定）」に基づき宿舎の見
直しを進める必要があり、国民に理解の得られる宿舎の保有
に限定されることを期待する。
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実績 評価

【講ずべき措置】（22年度から実施）
　一般競争入札の拡大及び一者応札の改善
【平成23年度における取組状況】
　　随意契約については、随意契約等見直し計画に基づき、随意契約に
よることが真にやむを得ないものを除き、平成22年度をもって随意契約
を終了し、一般競争入札等、競争性のある契約方式に移行した。
　また、「随意契約等見直し計画」を着実に実施し、競争性のない随意
契約については、平成20年度（同計画策定時）に866億円あったもの
を、平成23年度においては、随意契約によることが真にやむを得ないも
のだけの110億円まで削減した。
　一般競争入札等の実施にあたっては、一者応札・一者応募となった契
約については、より一層の競争性を確保するため、その推測される要因
を踏まえ、情報提供の拡充、公告等期間の十分な確保、応募要件の緩
和、仕様書の充実、業務準備期間の確保及び再公募の実施などの改
善方策を平成22年度に実施しており、平成23年度についても、上記の
改善方策を引続き実施した。

　「随意契約等見直し計画」に基づく取組みを引き続き実施
し、競争性のない随意契約を大幅に削減させたことは評価で
きる。さらに平成２３年度においては、再公募となる対象を更
に拡大し、関係法人による１者応札・１者応募となった契約に
ついては、全て再公募を実施することとしており、より進んだ取
組みが実施されていると認められる。
　今後も、契約監視委員会による契約状況の確認により、競
争性が確保されているか、引き続き検証を行うことが重要で
ある。

【講ずべき措置】（23年度から実施）
　関連法人の利益剰余金等の国庫納付等
【平成23年度における取組状況】
　国土交通省設置のワーキンググループにおいて平成23年3月30日付
で取りまとめられた「独立行政法人都市再生機構の関係会社における
利益剰余金の取扱いに関する基本的な考え方」により、関係会社の利
益剰余金については、会社の整理・統廃合を行う中でＵＲの有する会社
株式の売却等により利益剰余金相当額を適切に回収することを基本と
しつつ、当面、ＵＲの関係会社として存続することとなる会社については、
今後の会社の整理・統廃合に支障を来すことなく、かつ、会社の自立的
な経営が可能な範囲内で、会社の整理・統廃合に先行して一定の利益
剰余金の返納を要請すべきとされた。
　この会社の整理・統廃合に先行して行う利益剰余金の返納について
は、上記基本的な考え方に基づき、機構が関係会社及びその株主等と
協議を行っており、実施に向けて取り組んでいるところ。
　今後も順次、株主等との協議を行い、利益剰余金の返納に向けて、平
成24年度内に結論を得るべく取り組む（正式には平成24年度の決算等
に係る定時株主総会までを目途に決定）。

　利益剰余金の返納については、一定の前進は見られるが、
引き続き関係会社の株主等とねばり強く協議を行っていく必
要がある。
　また、平成２３年度末に「関係会社の整理・合理化方針」が
策定、公表されており、これを実行することにより機構の事務・
事業の透明化、効率化が図られることが望まれる。
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実績 評価

【講ずべき措置】（22年度から実施）
　ラスパイレス指数の低減
【平成23年度における取組状況】
　給与水準の適正化に向け、平成23年度は以下の措置を講じた。（１）
現給保障の一部カット（２）55歳を超える管理職の職員に対して実施して
いた本給等の1.5％減額措置の対象を拡大（３）役職手当の支給水準の
見直し（定率から定額に改めることにより支給額を抑制）（４）管理職ポス
トの削減に向けた取組を平成24年４月に実施
　引き続き、本給・手当も含めた全体的な給与の在り方について見直し
を行い、必要な措置を講じていく。

　総人件費の削減が進む中で、ラスパイレス指数について
は、国家公務員の水準と差が開いてしまっており、平成２３年
度の検討結果を踏まえ、今後講ずる措置に加えて、国家公
務員の給与改定に準じた引き下げ措置についても確実に実
施し、さらに役職員の給与体系の在り方について、国民の理
解と納得が得られるよう更なる改善に抜本的に取り組む必要
がある。

【講ずべき措置】（22年度から実施）
　外部評価の適切な反映
【平成23年度における取組状況】
　　事業の効率性及び事業実施過程の透明性の一層の向上を図るた
め、第三者委員会として「事業評価監視委員会」を設置し、機構の事業
に外部評価を適切に反映させている。

　案件の選定や事後評価に関して、外部有識者で構成する
事業評価委員会で評価を行うことにより事業の透明性、効率
性を高めていることは評価できる。
　引き続き、事業評価委員会による評価結果を事業に的確
に反映させ、適正な業務運営を行う必要がある。

○　政独委が国土交通大臣に通知した勧告の方向
性のうち、平成23年度において取り組むこととされて
いる事項についての法人の取組。

該当なし

－

○　公益法人等に対する会費の支出について、「独
立行政法人が支出する会費の見直しについて」（平
成24年3月23日行政改革実行本部決定）で示され
た観点を踏まえた見直し。

　平成24年度以降の公益法人等への会費の支出については、会費支
出の必要性をこれまで以上に厳格に内容を精査した上で、会費支出の
是非を判断することとした。
　また、会費を支出する場合は、その支出額は、原則として、各公益法
人等が定める加入に必要な最低の口数又は金額とする。

　公益法人等に対する会費の支出については、「独立行政法
人が支出する会費の見直しについて」（平成24年3月23日行
政改革実行本部決定）の趣旨を踏まえ、着実な見直しが進
められている。
　今後とも、同決定に従って、会費支出の公表を適切に進め
ていく必要がある。
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実績 評価

２　財務状況

（１）当期総利益（又は当期総損失）
○　当期総利益（又は当期総損失）の発生要因が明
らかにされているか。また、当期総利益（又は当期総
損失）の発生要因の分析を行った上で、当該要因が
法人の業務運営に問題等があることによるものか。

　毎事業年度終了後、国土交通大臣及び国土交通省独立行政法人評
価委員会都市再生機構分科会に対して、財務諸表とともに、損益等に
関する資料を提出している。損益の要因は以下のとおり。
○賃貸住宅セグメントについては、営業力の強化・商品競争力の向上に
努めたことにより、380億円（前年度比104億円増益）の利益を計上。
○既成市街地セグメントについては、全前年度に比べて再開発の大規
模物件の供給が大幅に減ったが、敷地譲渡による収益等により202億
円（前年度比162億円減益）の利益を計上。
○市街地特別セグメントについては、販売用不動産等評価損を計上し
たこと等により170億円（前年度比27億円増益）の純損失を計上。

　損益等の発生要因については、業務実績報告書等において、
明らかにされている。
　また、その要因については、機構の業務運営に問題等がある
ことによるものではないと認められる。

（２）利益剰余金（又は繰越欠損金）
○　利益剰余金が計上されている場合、国民生活及
び社会経済の安定等の公共上の見地から実施され
ることが必要な業務を遂行するという法人の性格に
照らし過大な利益となっていないか。

該当なし

－

○　繰越欠損金が計上されている場合、その解消計
画の妥当性。当該計画が策定されていない場合、未
策定の理由の妥当性（既に過年度において繰越欠
損金の解消計画が策定されている場合の、同計画の
見直しの必要性又は見直し後の計画の妥当性を含
む）。
　さらに、当該計画に従い解消が進んでいるかどう
か。

○ 機構設立時の資産評価に基づき生じた繰越欠損金（約7,288億円）
については、経営改善計画を着実に実行することにより漸減している（平
成23年度末時点約2,650億円）。
○ 平成17年７月に策定・平成21年3月に改正を行った経営改善計画
については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成
22年12月７日閣議決定）及び「独立行政法人都市再生機構の改革に
係る工程表（平成23年7月1日国土交通省公表）を踏まえ見直しを行
い、「経営改善に向けた取組みについて」（経営改善計画）を平成24年
３月30日に策定し、自律的な経営の下で業務の効率化、収益力の確保
を追求することにより、財務体質の強化を図り、繰越欠損金の圧縮を着
実に進めることとしている。

　平成23年度は経営改善計画を着実に実施することにより447
億円億円削減しており、　計画どおり繰越欠損金の解消が進ん
でいるものと認められる。
　今後も、経営改善計画に基づく取組を着実に実施し、引き続
き繰越欠損金の解消を進めることを期待する。

（３）運営費交付金債務
○　当該年度に交付された運営費交付金の当該年
度における未執行率が高い場合において、運営費交
付金が未執行となっている理由が明らかにされてい
るか。

該当なし

－

○　運営費交付金債務（運営費交付金の未執行）と
業務運営との関係についての分析。

該当なし
－
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実績 評価

３　保有資産の管理・運用等

（１）保有資産全般の見直し

ア　実物資産
○　職員宿舎について、「独立行政法人の職員宿舎
の見直し計画」（平成24年４月3日行政改革実行本
部決定）で示された方針等を踏まえた見直し。

　職員宿舎については、業務の進捗状況、入居状況等を勘案しながら
計画的に集約化や売却を進めてきたところである。
　さらに、「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」で示された方針等
を踏まえ適切に対応しているところ。

　宿舎再編計画に沿って、着実に見直しが進められてきたと認
められる。
　更に引き続き、　「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」で
示された方針等を踏まえ適切に対応する必要がある。

○　基本方針において既に個別に措置を講ずべきと
された施設等以外の建物、土地等における、ⅰ）利
用実態の把握状況、Ⅱ）利用実態を踏まえた保有の
必要性等の検証状況。（未利用又は利用の程度が
低い資産関係）

該当なし

－

イ　金融資産

○　いわゆる溜まり金の精査における、次のような運
営費交付金債務と欠損金等との相殺状況に着目し
た洗い出し状況。
ⅰ）運営費交付金以外の財源で手当てすべき欠損
金と運営費交付金債務が相殺されているもの。
ⅱ）当期総利益が資産評価損等キャッシュ・フローを
伴わない費用と相殺されているもの。

該当なし

－

ウ　知的財産等

○　特許権等の知的財産について、法人における保
有の必要性の検討状況。

＜特許、実用新案、意匠＞
○ 特許権等の知的財産については、「独立行政法人都市再生機構業
務発明取扱規程」に基づき、保有の必要性を検討している。
○ 機構における特許は、第三者からの権利侵害の訴えを予防するため
の防衛を目的として取得している。
＜商標＞
○ ＵＲ賃貸住宅等の名称等について、第三者から使用中止の申し入れ
を受けること等がないよう商標を登録し、物件の名称等として、必要性の
あるものを保有している。

　特許権等の知的財産権について、機構における保有の必要
性を検討の上、必要性のあるものを保有していると認められる。

○　検討の結果、知的財産の整理等を行うことに
なった場合は、その法人の取組状況や進捗状況等。

＜特許、実用新案、意匠＞
○ 特許権等の知的財産については、使用状況等を確認の上、必要に
応じて更新の手続きを行っている。
＜商標＞
○ 商標権については、10年ごとの更新時に使用状況を確認の上、保有
する必要のある名称等については、商標権の登録を更新している。

　知的財産権の使用状況を定期的に確認し、必要に応じ更新
の手続きを行っており、適切な使用状況にあると認められる。
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実績 評価

（２）資産の運用・管理

ア　実物資産

○　活用状況等が不十分な場合は、原因が明らかに
されているか。その妥当性。

　実物資産については、効率化の観点から、事業の進捗状況や保有の
必要性等を勘案して再編計画や処分計画を策定し、不要となった資産
について適宜処分を行っているところである。

　各施設の活用状況は十分であると認められる。

○　実物資産の管理の効率化及び自己収入の向上
に係る法人の取組。

事務所等の実物資産について、管理業務のアウトソーシングを行う等、
効率化を図っている。

各施設の管理の効率化の状況は十分であると認められる。

イ　金融資産

a）資金の運用

○　事業用金融資金の管理・運用に関する基本方
針の策定状況及び委託先の選定・評価に関する規
定状況。

○　年金等の資金運用は、他の独法等も含む法人で設立した建設関係
法人厚生年金基金が実施しており、基金が策定した「年金資産の運用
に関する基本方針」において、委託先の選定・評価に関する内容及び方
法等が定められている。

○　運用委託先の評価の実施状況及び定期的見直
しの状況。

○　運用委託先からは、四半期毎に、基本方針等に基づく年金資産の
管理に関する報告書を提出させており、当該報告内容を踏まえ、各法
人から選出された委員等による資産運用委員会等の審議を経て、運用
委託先の見直しを随時行っている。

○　資金管理機関への委託業務に関する管理・監
督状況。

○　資金管理機関（信託銀行）から、年金積立金の運用状況の定期報
告を義務付けており、その内容を確認している。（資金管理機関が年金
信託及び特定信託に係る内部統制の外部監査を受けていることも確認
している。）

　年金等の資産運用について、適切な運用委託先の選定、管
理、監督が行われていると認められる。
　引き続き、今後も適切な資産運用を図ることを期待する。
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実績 評価

b)　債権の管理等
○　貸付金、未収金等の債権について、回収計画が
策定されているか。回収計画が策定されていない場
合、その理由の妥当性。

○ 回収状況について、所定の様式等により、定期的に実績管理を行っ
ており、延滞が発生した場合は、機構において定められた手続き等に基
づき対応している。

○　回収計画の実施状況。ⅰ）貸倒懸念債権・破産
更生債権等の金額やその貸付金等残高に占める割
合が増加している場合、ⅱ）計画と実績に差がある場
合の要因分析を行っているか。

○ 都市再生勘定においては、平成23年度末のリスク管理債権の額は
約301.8億円であり、債権全体に占める割合は8.0％。
（平成22年度末：約363.8億円、8.4％）
○ 宅地造成等経過勘定においては、平成23年度末のリスク管理債権
の額は約208.4億円であり、債権全体に占める割合は15.7％。
（平成22年度末：約300.2億円、18.4％）
○ 宅地造成等経過勘定は平成17年度に個人向け割賦債権約3,214
億円の証券化を行い、一般債権の一部をオフバランスしたため、当該勘
定のオフバランス後の債権全体に占めるリスク管理債権の比率は、都市
再生勘定に比して高率。
○ 機構においては、割賦金等の延滞が発生した場合は、機構において
定められた手続きに基づき対応。
○ 督促を継続的に行うことにより任意弁済を促し、それでもなお延滞が
長期にわたり解消されないときは、最終的に担保処分等による措置を講
じている。

○　回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの必要
性等の検討が行われているか。

○ 回収状況等を踏まえ、必要に応じて取組方針の見直し等を実施して
いる。

ウ　知的財産等

○　特許権等の知的財産について、特許出願や知
的財産活用に関する方針の策定状況や体制の整備
状況。

＜特許、実用新案、意匠＞
○ 特許権等の知的財産の特許出願については、「独立行政法人都市
再生機構業務発明取扱規程」に基づき行っている。
○ 知的財産の活用については、必要に応じて個別に活用を行ってい
る。
＜商標＞
○ ＵＲ賃貸住宅等の名称等については、原則として、これまでに登録さ
れた商標の中から、適切なものを活用していく方針としている。

　特許出願については方針を策定の上、適正に行っている。

○　実施許諾等に至っていない知的財産の活用を
推進するための取組。

＜特許、実用新案、意匠＞
○ 審査請求について、２件の手続を実施。
＜商標＞
　該当なし。

　審査請求の手続きを行っており、取組が認められる。

　機構において、適切な回収方針が確立しており、リスク管理債
権の削減が着実に進められていると認められる。
　引き続き、着実な取組が期待される。
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実績 評価

４　人件費管理

（１）　総人件費

○　取組開始からの経過年数に応じ取組が順調であ
るかどうかについて、法人の取組の適切性。また、今
後、削減目標の達成に向け法人の取組を促すものと
なっているか。

○ 総人件費改革の取組について、当機構は「人員削減」を選択し、平
成18年度から５年間で５％削減の達成及び当該取組を１年延長するこ
ととした。
○ 平成23年度末における常勤職員数は3,537人（役員を含めると
3,550人）であり、平成17年度末常勤職員数4,310人（同 4,326人）と比
較し、約17.9％の人員を削減した。
≪常勤職員数の推移≫
　　※（）内は、役員を含めた数
○平成17年度末　4,310人（4,326人）
○平成18年度末　4,150人（4,166人）
○平成19年度末　4,046人（4,062人）
○平成20年度末　3,994人（4,006人）
○平成21年度末　3,916人（3,929人）
○平成22年度末　3,772人（3,785人）
○平成23年度末　3,537人（3,550人）

　大幅な人員削減を行っており、総人件費削減に係る取組を着
実に進めている。
　引き続き、業務の効率化とともに人件費削減に取り組む必要
がある。

（２）　その他

○　法人の福利厚生費について、法人の事務・事業
の公共性、業務運営の効率性及び国民の信頼確保
の観点から、必要な見直しが行われているか。

○ 福利厚生費について、これまでレクリエーション経費及び食事補助の
廃止や互助組織への支出の削減を実施してきたが、「独立行政法人の
法定外福利厚生費の見直しについて」（平成22年５月６日総務省行政
管理局長通知）の内容（ⅰ）法人の互助組織への支出の廃止、ⅱ）食事
補助の支出の廃止、ⅲ）国や他法人で支出されていないものと同様の支
出の原則廃止）を踏まえ、平成22年度から互助組織に対する支出を廃
止した。

既に通知に基づき、適切な対応が図られている。

５　契約

（１） 契約に係る規程類、体制

○　契約方式等、契約に係る規程類について、整備
内容や運用の適切性等。

○ 契約に関する取扱については、「独立行政法人都市再生機構会計
規程」、「独立行政法人都市再生機構会計実施細則」及び各種通達に
より必要な事項を規定し、国に準じた基準を設けている。

契約に係る規定類については、国に準じた基準を設けており、ま
たその運用に当たっても会計規程を設け、適正に行う仕組みが
確立されている。

○　契約事務手続に係る執行体制や審査体制につ
いて、整備・執行等の適切性等。

○ 監事による監査を行っているほか、契約審査会等を設置して、一定
の金額以上の契約については業者の選定等に関する審議、及び学識経
験者等の第３者で構成される入札監視委員会を設置して、入札及び契
約手続について抽出方式による審議を行っている。

　監事による監査、契約監視委員会、入札監視委員会による審
査が実施されており、審査体制が整備されていると認められる。

（２）　随意契約見直し計画

○　「随意契約見直し計画」の実施・進捗状況や目
標達成に向けた具体的取組。

業務実績評価調書（Ⅱ-５）参照。 同左

（３）　個々の契約

○　個々の契約の競争性・透明性の確保。 同上 同上
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実績 評価

６　内部統制

○　内部統制の充実・強化に向けた法人の長の取
組。監事監査結果への対応。内部統制の充実・強化
に関する法人・監事の積極的な取組。

業務実績評価調書（Ⅱ-１ （２））参照。 同左

７　関連法人

○　法人の特定の業務を独占的に受託している関連
法人について、当該法人と関連法人との関係が具体
的に明らかにされているか。
　当該関連法人との業務委託の妥当性。

○ 連結財務諸表等において関係法人の財務状況、数、構成、取引状
況等を情報開示するとともに、機構のホームページ上において「独立行
政法人から関連法人への補助・取引等及び再就職の状況」について一
体的に情報開示を行っている。
○ 機構本体のスリム化を図りつつ、業務の効率化、居住者サービス等
の質を確保するため、これまで随意契約（本来機構職員が自ら実施す
べき業務に限定）により関係法人にアウトソーシングしてきた業務を抜本
的に見直し、「随意契約見直し計画」において原則としてすべて一般競
争入札等へ移行することとしており、平成20年度からその取組を実施し
ている。
○ 関係法人との競争性のない随意契約については、「随意契約見直し
計画」に基づく取組を平成20年度から実施している。
また、監事及び外部有識者で構成する「契約監視委員会」における競
争性のない随意契約や一般競争入札等で１者応札等となった契約につ
いての点検結果を踏まえ、新たな「随意契約等見直し計画」を策定し、
これまでの「随意契約見直し計画」において競争性のない随意契約を継
続するとしていたものついて更なる見直しを行うとともに、平成25年度ま
でかかるとしていた競争性のある契約への移行を平成22年度中に前倒
しした。
なお、見直しの進捗状況については、平成20年度（随意契約等見直し
計画策定時）446億円を平成23年度において９億円にまで削減してい
る。

　機構の業務を受託している関連法人との関係は具体的な情
報開示がなされており、明らかにされていると認められる。
　更に関係法人との契約については、徹底した見直しがなされて
おり、真に必要なものに限定されている。

○　関連法人に対する出資、出えん、負担金等につ
いて、法人の政策目的を踏まえた出資等の必要性。

○ 平成24年3月30日付で策定・公表した「関係会社の整理・合理化方
針」において、出資目的の達成等について検証の上、条件が整った法人
から関係会社及びその株主等と株式売却協議を開始し、売却にあたっ
ての諸条件について合意ができた関係会社から順次株式売却を実施す
ることとしている。

　閣議決定や改革の工程表を踏まえ、関連法人に対する出資
等の必要性が検証された結果、「関係会社の整理・合理化方
針」が公表されており、関係法人の見直しが進められたことと評
価できる。
　今後本方針に基づく取組を着実に進めることが期待される。

８　業務改善のための役職員のイニシアティブ等に
　　ついての評価

○　自然災害等に関係するリスクへの対応について、
法令や国等からの指示・要請に基づくもののほか、法
人独自の取組。

○　自然災害等に関係するリスクへの対応として、本社組織における「防
災実施計画」及び「業務継続計画」の策定により、災害発生時の組織的
な防災体制や職員の行動基準を示すとともに、業務の継続性の確保に
努めている。
○　災害発生時においては、国又は地方公共団体からの要請に基づ
き、災害復旧への対応・復興支援に取り組んでいる。

　自然災害等に関係するリスクについて、独自の計画を策定し
ており、十分な体制や基準が確立されていると認められる。
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